
中古住宅適合証明かんたんガイド

長 期 固 定 金 利 住 宅 ロ ー ン

フラット35（中古住宅）ご利用にあたってのポイント

① 中古住宅の技術基準に適合することを確認するために検査機関または適合証明技術者へ
　 物件調査を申請し、適合証明書の交付を受けてください。
　（築10年以内の一定のマンションは除く。）
② 物件調査にかかる費用は、申請者（お客様）のご負担となります。
③ 適合証明書は、忘れずに金融機関へ提出してください。

（旧「住宅金融公庫」）



１　フラット35（中古住宅）が利用できる住宅

マンション一戸建て等

対象となる中古住宅
地上階数３以上の共同建ての住宅

一戸建て、連続建て、重ね建て（注１）

地上階数２以下の共同建ての住宅

30㎡以上70㎡以上（共同建ての住宅は30㎡以上）住宅の面積

住宅の耐久性などについて、機構が定めた技術基準に適合する住宅技術基準への適合

購入価格が１億円以下（消費税含む）住宅の価格

次のいずれかに該当する住宅

①借入申込日において竣工から２年を超えている住宅

②既に人が住んだことのある住宅

（ただし、建築確認日が昭和56年５月31日以前の場合（注２）は、機構の定める耐震評
価基準等に適合していることが必要。）

居住の要件

注１ 連続建て：共同建て（２戸以上の住宅が廊下、階段、広間等を共用する建て方）以外で、２戸以上の住宅を横に連結する建て方。
　　 重ね建て：共同建て以外の建て方で、２戸以上の住宅を上に重ねる建て方。
注２ 建築確認日が確認できない場合は、新築年月日（表示登記における新築時期）が昭和58年３月31日以前の場合。

２　フラット35（中古住宅）の手続きの流れ（借入申込みから入居までのめやす）

物件調査の申請（適合証明申請・適合証明書の交付）

検査機関または適合証明技術者に物件調査の申請を行い、合格すると適合証明書が交付されます。
　※物件調査手数料は、お客様のご負担となり、検査機関または適合証明技術者によって異なります。
　※適合証明書の有効期限は、現地調査実施日から６ヶ月以内となります。
　※物件調査の申請は、借入申込みの後とすることも可能です。

借入れの申込み

お客様からフラット35取扱金融機関へ借入れの申込みをしていただきます。
申込みに必要な書類については、金融機関へお問い合わせください。

申込みから１～２週間程度 審査結果のお知らせ

金融機関からお客様へ審査結果のご連絡が来ます。

適合証明書の提出

検査機関または適合証明技術者から交付された適合証明書をお客様から金融機関に提出していただきます。
　※金融機関へ適合証明書を提出しないと資金を受け取ることができません。

申込みから約１ヶ月半 融資の契約・資金のお受取り・登記・抵当権設定

お客様と金融機関との間で融資の契約を行っていただき、資金の受け取りとなります。
同時に抵当権設定手続きも行っていただきます。資金の受け取り日等は金融機関によって異なります。

ご入居

１



長期固定金利住宅ローン

３　適合証明書とは

　フラット35をご利用いただくためには、中古住宅について、機構が定める技術基準に適合している
ことを証明する適合証明書の交付を受けることが必要となります。
　この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者へ物件調査の申請を行い、技術基準に適合してい
ると交付されます。

４　適合証明書交付までの流れ

引受承諾書の発行

受付・申請書類の確認

書類調査と現地調査の実施

適合証明書及び物件調査概要書の交付

現地調査にて不適合となった場合は、不適合箇所の是
正の確認後、適合証明書を交付します。

検査機関または適合証明技術者

※調査内容の確認と現地調査日の決定。

物件調査の申請・手数料の支払い

金融機関へ適合証明書を提出

※適合証明書の有効期限は、現地調査実施日から６ヶ
　月以内となります。

※物件調査手数料は、お客様のご負担となり、検査機
　関または適合証明技術者によって異なります。

※申請者は買主に限らず第三者の申請でも構いません。

申請者（お客様）

※築10年以内の一定の中古マンションの場合は、適
　合証明手続きが省略できる場合があります。詳しく
　は、フラット35ホームページ「中古マンションら
　くらくフラット35」で検索してください。

５　検査機関及び適合証明技術者の検索と依頼

　①検査機関及び適合証明技術者、②適合証明手続きが省略できる中古マンションは、フラット35ホー
ムページで検索することができます。また、同サイトから申請関係の書類を入手することができます。

（優良住宅取得支援制度）を利用する場合は、検査機関へご依頼ください。（適合証明技術者は不可。）

検査機関へ依頼する 適合証明技術者へ依頼する

物件調査手数料、お問い合わせ先
等は、民間検査機関の連絡協議会
HPでご案内しています。同HPか
ら申請関係の書類を入手すること
ができます。

（社）日本建築士事務所協会連合
会HPで、お近くの適合証明技術
者を検索することができます。
同HPから申請関係の書類を入手
することができます。

http://www.kyj.jp/http://www.tekigo-info.jp/

民間検査機関の連絡協議会HP 日本建築士事務所協会連合会HP

検索後、お近くの検査機関または適合証明技術者へ直接ご依頼ください。

中古マンションを検索する

フラット35HPで、適合証明手続
きが省略できる中古マンションを
検索してください。該当する場合
は、フラット35HPより「適合証
明省略に関する申出書」を印刷し
てください。
※該当しない場合は、検査機関ま
たは適合証明技術者へ物件調査を
ご依頼ください。

金融機関へ申出書を提出

フラット35ホームページ
http://www.flat35.com/

築10年以内のマンションはこちらから

！
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６　物件調査申請時の提出書類

　物件調査申請時の提出書類は次のとおりです。その他、物件調査に必要となる書類については、申請す
る検査機関または適合証明技術者にご確認ください。

※１ 「木造の住宅」とは、主要構造部を耐火構造とした住宅、準耐火構造（省令準耐火構造を含む）の住宅以外をい
　　 います。募集パンフレット、旧公庫融資書類（現場審査通知書または適格認定通知書）、設計図書にてご確認く
　　 ださい。
※２ マンションの場合は、「６及び７」または「８」の書類をご提出ください。
※３ 旧公庫マンション情報登録制度とは、第三者の登録機関がマンションの管理規約や長期修繕計画などの共用部分
　　 の維持管理の情報をマンション管理組合からの申請に基づいて登録する制度です。

３

確認済証（建築確認通知書）、検査済証、１に掲
げる書類など

建築確認日が確認できる書類

3

土地の登記事項証明書の写し、１に掲げる書類
（一戸建て以外）、４に掲げる書類など

敷地面積が確認できる書類２

11

10

９

８

７

６

５

４

１

適合証明書等と設計図書の両方が必ず必要です。

それぞれの基準を
満たす新築時の適
合証明書または建
設住宅性能評価書
の写し

新築時の適
合証明書ま
たは建設住
宅性能評価
書を活用す
る場合

フラット35S
（優良住宅取
得支援制度）
を利用する場
合（適合証明
申請は検査機
関に限る。）

登録機関が、発行する旧公庫マンション情報登録
制度※３に基づく登録証明書がある場合は、６及び
７の書類は提出不要となります。

旧公庫マンション情報登録証明書

マンションの
場合に提出す
る書類※２

「６及び７」
または
「８」

新築時の設計図書

○　中古住宅適合証明申請書　[適既工第１号書式]
すべての方が
提出する書類

○　中古住宅適合証明申請書類チェックリスト　[適既工第2号書式]

物件調査の項目によっては、別途図面等をご提出いただく場合があります。その他

耐震またはバリアフリーの基準を適用する場合に
限ります。

提出する図面等は、
検査機関にご確認
ください。

上記以外の
場合

計画期間が20年以上であることが必要です。
（作成時期が平成６年度以前の場合は15年以上）

長期修繕計画の写し

管理規約の内容が変更されている場合は、改正後
の管理規約の写しを提出してください。なお、改
正後の管理規約の代わりに総会又は集会（理事会
は不可）の議事録の写しでも可。

管理規約の写し

耐久性基準への適合性を確認する際に必要となり
ます。ただし、設計図書がない場合であっても、
現地において確認する方法がありますので、詳し
くは、検査機関又は適合証明技術者にお問い合せ
ください。

設計図書

住宅の構造が
｢木造の住宅※
１｣に該当する
場合

パンフレット、確認済証（建築確認通知書）の添
付書類または竣工図の写し（配置図及び平面図）
など

物件の概要が確認できる書類
該当の書類
がない場合
は提出不要

建築確認日が昭和56年５月31日以前（建物の登記事項証明書の場合は、「表題部（主た
る建物の表示（一戸建て）または専有部分の建物の表示（一戸建て以外））」の「原因
及びその日付」欄に記載されている新築時期が昭和58年３月31日以前）で、耐震評価基
準等による判定を行う場合には、別途図面等の提出が必要となりますので、検査機関ま
たは適合証明技術者にご確認ください。

建物の登記事項証明書の写し

原則として、
すべての方が
提出する書類

備考提出書類

HPからダウンロードできます

HPからダウンロードできます
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７　中古住宅適合証明申請書の記載方法

　申請書は、年度または制度改正時に改訂される場合があります。申請する際、事前にフラット35
ホームページまたは検査機関ホームページで最新の書式をご確認のうえ、申請してください。

（　お願い　）
　申請書（第二面）は、＜申請者確認事項＞と＜個人情報の取扱い＞についての説明となります。
記入箇所はありませんが、申請書記入時に必ずご一読ください。

（注１）必ず、第二面の「申請者確認事項」及び「個人情報の取扱い」をご確認ください。

[適既工第１号書式]

（注５）財形住宅（リ・ユース住宅及びリ・ユースマンション）の適合証明書交付を希望した場合、当該適合証明書はフラッ
　　　　ト３５（中古住宅）、財形住宅融資（リ・ユースプラス住宅またはリ・ユースプラスマンション）の適合証明書とし
　　　　て利用できませんのでご注意ください。

財形住宅融資（リ・ユース住宅またはリ・ユースマンション）のみの適合証明を申
請し、当該適合証明書の交付を希望します。

□
財形住宅融資（リ・ユース住宅またはリ・ユースマン
ション）のみの適合証明を希望する場合（注５）

（注２）「一戸建て等」：一戸建て、連続建て、重ね建て及び地上階数２以下の共同建ての住宅
　　　　「マンション」：地上階数３以上の共同建ての住宅（構造が耐火構造（性能耐火含む）又は準耐火構造）

※判定欄※整理簿等記入照合欄

（注３）フラット３５Ｓ（優良住宅取得支援制度）の適合証明業務を行うことができるのは検査機関のみです。適合証明技術
　　　　者による判定はできませんのでご注意ください。

　□耐震性（□耐震等級　　□免震建築物）
　□省エネルギー性　　□バリアフリー性　　□耐久性・可変性

　□有　□無　□不明　

　□有　□無　□不明　

現地調査希望日 平成 月 日年日月

※検査者等氏名

（証明年月日及び番号）

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

第　　　　　　　　　　　　　　　　　 号

※備考欄

　□一戸建て　　　□重ね建て
　□連続建て　　　□共同建て

　併用住宅区分

※検査機関等受付欄

年適合証明書発行希望日 平成

TEL.担当者 （　 　　　）

地名地番

売主名

　□個人（売主）　　　　　　　□民間分譲業者　　　　　　□住宅供給公社
○□独立行政法人都市再生機構（旧都市基盤整備公団等）　　□その他の公的機関　　　　　　□不明

　別添の適合証明申請書類チェックリストによる

－

戸建型式

－

住居表示

号
建物又は団地の名称
（マンションの場合）

住宅番号

　現 住 所

　電話番号　（　　　　　　）－（　　　　　　）－（　　　　　　）

　申請者

　郵便番号　〒（　　　　－　　　　）

　□専用住宅　　　□併用住宅※
　※フラット３５（中古住宅）の場合に限る

の有無
増・改築

修　　繕

増・改築

修　　繕

フラット３５Ｓ（優良住宅
取得支援制度）の基準の適
用（注３）

　□有　　□無
　フラット３５Ｓの
　適用する基準
 （注４）

提出書類

住宅の建設主体

確認済証の有無 　□有　□無

中古住宅適合証明申請書
（フラット３５・財形住宅融資）

　独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準、手続き及び申請者確認事項を了承するとともに、申請書第二面に記載された個人情報の取
扱いについて同意の上、下記のとおり物件調査及び適合証明を申請します。（注１）
　なお、売主名その他第三者に関する情報については、偽りその他不正な手段によることなく適正に取得し、かつ、本人の同意を得た上
で、提供します。

（第一面）

検査機関名
建築士事務所名

（注４）フラット３５Ｓの省エネルギー性又は耐久性・可変性の適用は、新築時にそれぞれの基準を満たす適合証明書又は建
        設住宅性能評価書の交付をうけており、その写しや設計図書の写しを提出することができる場合に限ります。

建物の所在地

　申請者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　担当者（　　　　　　）

平成  　年度

住宅の種類（注２）   □一戸建て等　　　□マンション

申請日 平成　　  年　  　月  　　日
殿
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申請者は買主に限らず第三
者の申請でも構いません。

地名地番
一戸建ての場合は、建物の
登記事項証明書の表題部
「主たる建物の表示」の
「所在」欄を一戸建て以外
の場合は、表題部「一棟の
建物の表示」の「所在」欄
を確認のうえ記入してくだ
さい。
住居表示
募集パンフレットなどで確
認のうえ記入してください。

マンションの場合は、マン
ション名を記入し、「住宅
番号」欄に住棟及び住戸番
号を記入してください。

フラット35Ｓの利用の有無
を選択してください。

新築時の住宅の建設主体を
当時の設計図書等により確
認してください。

確認済証または検査済証の
有無により選択してくださ
い。

適合証明書の発行希望日と
現地調査の実施希望日を記
入してください。

４



８　フラット35（中古住宅）の技術基準の概要と確認方法（一戸建ての場合）

　物件調査の申請にあたっては、以下の技術基準について、確認方法を参考として、事前にセルフ
チェックをしていただくことをおすすめします。

確認済証、募集パンフレットにより確認①　昭和56年６月１日以降に確認済証の交付がある住宅

建物の登記事項証明書により確認
②　表示登記における新築の時期が昭和58年４月１日以

　　降である住宅

・次の①、②、③のいずれかであること

住宅の
構造

募集パンフレット、旧公庫融資の現場審査通知
書・適格認定通知書、新築時の設計図書（仕様
書など）または現地調査により確認

①　耐火構造の住宅

②　準耐火構造の住宅

現地調査により確認

・原則として、２以上の居住室、炊事室、便所、浴室

・次の①、②、③のいずれかであること

屋

内

屋

外

③　耐久性基準に適合する住宅※

　　（工法別の基準は、フラット35HPをご覧ください。）

・店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の面積が1/2以上
住宅の
用途

確認済証、求積図または建物の登記事項証明書
等により確認

・床面積は70㎡以上住宅の
概要

現地調査により確認・原則として、一般の道に２ｍ以上の接道敷地

耐震性

新築時における設計図書（仕様書など）や現地
調査により確認

③　機構の定める耐震評価基準等に適合する住宅

・壁、柱、梁、床、天井、階段、土台、床組、小屋組、

　転落防止用手すり等に著しいひび割れ、欠損、はがれ、

　漏水跡、腐朽、腐食、蟻害等がない

・給水設備に漏水、赤水、水量不足がない

・排水設備に漏水、滞留がない

・換気設備に作動不良がない

現地調査により確認

・基礎、外壁、柱、梁、軒裏、バルコニー、雨樋、浄化

　槽、転落防止用手すり等に著しいひび割れ、欠損、は

　がれ、漏水跡、腐朽、腐食、蟻害等がない

・屋外に面する開口部に隙間、著しい開閉不良がない

劣化

状況

確認方法技術基準の概要

※　耐久性基準の概要（在来木造住宅の場合）

●独立した小屋裏ごとに換気上有効な位
　置に２箇所以上の換気口を設置
　換気口面積は天井面積により以下のいずれか
　・妻壁に吸排気（1/300以上）
　・軒裏に吸排気（1/250以上）
　・軒裏に吸気（1/900以上）
　 ＋妻壁に排気（1/900以上）
　・軒裏に吸気（1/900以上）
　 ＋棟頂部に排気筒等（1/1,600以上）
　

小屋裏換気措置

●土台には、ひのき、ひば等の樹種また
　は薬剤処理材を用いることとし、水切
　りを設ける
●地面から１ｍ以内の外壁の軸組等にひ
　のき、ひば等耐腐朽性耐蟻性のある木
　材を用いるか、外壁に通気層を設ける
　か、薬剤処理を施した木材等を用いる
●浴室及び脱衣室の軸組等、床組並びに
　浴室の天井に一定の防湿措置を講ずる
●べた基礎とするか、防蟻のための土壌
　処理等を行う

防腐・防蟻措置等

●壁の外周の４ｍ以下ごとに有効面積
　300c㎡以上の換気孔を設置
●床下地面は、厚さ6cm以上のコンク
　リート打ち又は厚さ0.1㎜以上の防湿
　フィルム敷き

床下換気措置
●地面から基礎の上端までの高さは 40
　cm以上とする

　

基礎

40cm以上

５



長期固定金利住宅ローン

９　フラット35（中古住宅）の技術基準の概要と確認方法（マンションの場合）

　物件調査の申請にあたっては、以下の技術基準について、確認方法を参考として、事前にセルフ
チェックをしていただくことをおすすめします。

管理規約により確認

ただし、管理規約には、所定の事項の一部（修
繕積立金の使途範囲、修繕積立金の区分経理、
管理組合の業務、集会の議決事項）の内容が規
定されていないが、実際には同等の処理が行わ
れている場合は、総会議事録、決算書、予算書
等により確認

・管理規約に所定の事項が規定されていること

　・対象物件の範囲　・共用部分の範囲　・管理費等の納入

　・修繕積立金の使途範囲　・修繕積立金の区分経理

　・管理組合の業務　・集会の議決事項

管理規
約等

長期修繕計画書により確認
・長期修繕計画の計画期間が20年以上であること

　（作成時期が平成６年度以前の場合は15年以上）

確認済証、募集パンフレットにより確認①　昭和56年６月１日以降に確認済証の交付がある住宅

建物の登記事項証明書により確認
②　表示登記における新築の時期が昭和58年４月１日以

　　降である住宅

・次の①、②のいずれかであること

住宅の
構造 募集パンフレット、設計図書、旧公庫融資の現

場審査通知書・適格認定通知書等により確認

①　耐火構造の住宅

②　準耐火構造の住宅

現地調査により確認

・原則として、２以上の居住室、炊事室、便所、浴室

・次の①、②、③のいずれかであること

屋

内
※

屋

外

・店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の面積が1/2以上
住宅の
用途

確認済証、設計図書、募集パンフレット、建物
の登記事項証明書等により確認

・床面積は30㎡以上住宅の
概要

現地調査により確認・原則として、一般の道に２ｍ以上の接道敷地

耐震性

新築時における設計図書（仕様書など）や現地
調査により確認

③　機構の定める耐震評価基準等に適合する住宅

・屋内に面する壁、柱、梁、床、天井、階段、バルコニー、

　転落防止用手すり等に著しいひび割れ、欠損、はがれ、

　漏水跡、腐食、鉄筋の露出等がない

・屋外に面する開口部に隙間、著しい開閉不良がない

・給水設備に漏水、赤水、水量不足がない

・排水設備に漏水、滞留がない

・換気設備に作動不良がない

現地調査により確認

・基礎、外壁等に著しいひび割れ、欠損、漏水跡等がない

・基礎、外壁、柱、梁、バルコニー等に鉄筋の露出がない

劣化

状況

確認方法技術基準の概要

６

屋内の壁、柱、はり

●仕上げ材に著しいひび割れ、

　欠損、剥がれ等がない

●漏水等の跡がない

床

●著しい沈みがない

●仕上げ材に著しいひび割れ、

　欠損、剥がれ等がない

天井

●仕上げ材に著しいひび割れ、

　欠損、剥がれ等がない

●漏水等の跡がない

ＬＤ

和室洋室

洗面

ＵＢ
ＭＢ
ＰＳ

バルコニー

共用
廊下

キッチン

WC

玄関

ＬＤ

和室洋室

洗面

ＵＢ
ＭＢ
ＰＳ

バルコニー

共用
廊下

キッチン

WC

玄関

給水設備・排水設備

●漏水がない

●赤水が出ない

●排水時の滞留がない

機械換気設備

●作動不良がない

※　劣化状況に関する基準の概要（屋内から確認できる箇所）

バルコニー

●著しい沈み、欠損、腐食等が

　ない

●手摺に著しいぐらつきがない



ＱＱ＆ＡＡ
一戸建ての木造住宅において、耐久性基準を確認するための設計図書がありませんが、フラッ
ト35を利用することはできますか。Ｑ

？

Ａ
！ 現地において、床下や小屋裏点検口などから木材に腐朽や蟻害がないことなどを確認できる場合

は、フラット35を利用することができます。詳しくは、検査機関または適合証明技術者へご相談
ください。

新築時、フラット35を利用して建設または購入された一戸建て住宅を中古住宅として購入す
る場合、中古住宅の技術基準に適合しているものとして、適合証明手続きを省略できますか。

新築住宅と中古住宅の技術基準が異なるため、新築時、フラット35を利用した住宅であっても、中
古住宅としてフラット35を利用する場合は、劣化状況などの中古住宅の技術基準に適合することが
必要です。検査機関または適合証明技術者から適合証明書の交付を受けてください。

Ｑ
？

Ａ
！

中古住宅の技術基準に適合しない部分が一つでもある場合は、適合証明書の交付は受けられな
いのでしょうか。

適合証明書は、技術基準のすべてに適合する場合に交付されます。ただし、適合しない部分の補修を
行い、適合することが確認できた場合は、適合証明書が交付されます。

Ｑ
？

Ａ
！

フラット35ホームページの「中古マンションらくらくフラット35」で物件検索した結果、目
的の中古マンションが表示されませんでした。この場合、フラット35を利用することはでき
ませんか。

適合証明手続きを省略することはできませんが、検査機関または適合証明技術者から適合証明書の交
付を受けることで、フラット35を利用することができます。

Ｑ
？

Ａ
！

0570-0860-35
一般電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。

お客様コールセンター

【フラット35】専用サイト www.flat35.com
平成19年4月

○ご利用いただけない場合（IP電話、PHSなど）は、TEL 048-615-0420
　 まで、おかけ直しください。
○営業時間　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）


